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川内原発増設反対を三者に申し入れ 

鹿児島県・九電・薩摩川内市に対して 

2010 年 9 月 3 日（金） 

９月３日（金）、原水爆禁止九州ブロック連絡会議（明石佳成議長）・原発はもういらない九州ブ

ロック連絡会議（渕上貞雄議長）・川内原発増設反対鹿児島県共闘会議（荒川譲議長）・川内原発建

設反対連絡協議会（鳥原良子会長）の４者は、川内原発増設に関する申し入れ書を関連団体（鹿児

島県・九電・薩摩川内市）に提出し、それぞれ交渉を行いました。回答内容につきましては後日報

告いたします。 
 

鹿児島県知事・伊藤祐一郎宛て申し入れ 
１ わたしたちが 2010 年９月３日に九州電力に対して申し入れる別紙の｢川内原発の白紙撤回と死

傷事故の全容解明を求める申し入れ書｣の内容を、県として九州電力に申し入れること。 
２ 再生可能エネルギーの進展や電力の需給見通しからして、県民に｢万一の事故｣のリスクの更な

る負担を求める、不要・不急世界最大級の 159 万ＫＷの川内原子力発電所３号機増設に反対する

こと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対鹿児島県要請行動（左側：九州各県要請団、右側：鹿児島県当局） 

９月３日（金）13：00～13：35 鹿児島県庁１F 



九州電力株式会社・代表取締役社長眞部利應宛て申し入れ 

「川内原発増設の白紙撤回と死傷事故の全容解明を求める申し入れ書」（抜粋、（２）（７）略） 

１ 川内原子力発電所３号機増設計画を白紙撤回すること 

（１）広い敷地、海に面した豊富な冷却水、地震に対応しうる強固な地盤という三条件を充たせ

ば、大都市部に近いところであっても原発を建設するのが九州電力の方針であるのか明らか

にすること。 

（３）単身（高齢）世帯と核家族世帯（夫婦と子）などの電力消費実績の相違及び家族累計別世

帯数の推移を踏まえた電力需要の算定根拠を明らかにすること。また最大電力需要見積もり

の算定にあたって、どのような認識の下で算定されているのか明らかにすること。 

（４）太陽光と風力の供給力のくみ入れについての実証実験実証実験の計画を示し、３号機運転

開始の 2019（平成 31）年度までの見通しを明らかにすること。 

（５）最大電力需要時に対応した供給力を確保するために発電所建設が必要だというにも関わら

ず、その根拠を明らかにできない理由を詳しく説明すること。 

（６）｢原子力立国計画｣の目標数値以上に貴社が原子力発電を推進する理由を明らかにすること。 

                      （８）玄海と川内に次ぐ第３の原発建設につい

て増設か新設かなどの方向性を含め、第３の

原発建設に係る作業進捗状況を明らかにする

こと。2009～11 年度の｢中期経営方針｣で、｢使

用済燃料の中間貯蔵施設の設置に向けた調

査･検討｣の作業進捗状況を明らかにすること。 

２ 川内原子力発電所１号機死傷事故の全容を

解明すること 

対九州電力要請行動（荒川議長が九電担当職員に申し入れ書を手渡す） 

９月３日（金）15：00～15：45  川内原子力発電所・展示館 

 

薩摩川内市長・岩切秀雄宛て申し入れ 
１ わたしたちが 2010 年９月３日に九州電力に対して申し入れる別紙の｢川内原発の白紙撤回と

死傷事故の全容解明を求める申し入れ書｣の内容を、薩摩川内市として九州電力に申し入れるこ

と。 

                     ２ 再生可能エネルギーの進展や電力の需給見通

しからして、県民に｢万一の事故｣のリスクの更

なる負担を求める、不要･不急世界最大級の 159

万ＫＷの川内原子力発電所３号機増設に同意し

たことを撤回し、反対すること。 

３ ｢川内原発３号機増設を問う市民投票実現の

会｣による増設の賛否を問う市民投票条例制定

へ向けて、制定すべしという意見を付けて薩摩

川内市議会に付議すること。 

  

対薩摩川内市要請行動 
     （向こう側：薩摩川内市担当者） 

９月３日（金）16：30～17：15 


